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TOTO中部販売株式会社
〒451-0072
名古屋市西区笠取町三丁目７６

東海4県の着工推移
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出典：着工データ 国土交通省

平成３０年４月１日より、改正宅地建物取引業法が施行されます。
今回の改正に伴い、①媒介契約書、②重要事項説明書および③契約書面
（３７条書面）の記載内容に変更が生じます。

取引フロー 新たな措置内容 期待される効果
売却/購入申し込み

①媒介契約締結

依頼者の意向に応じ

②重要事項説明

③売買契約締結

物件の引渡し

申

込

み

契

約

手

続

①媒介契約締結時
宅建業者がインスペクション業者の斡旋の

可否を示し、媒介業者の意向に応じて斡旋

②重要事項説明時
宅建業者がインスペクション結果を買主に

対し説明

③売買契約締結時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に

確認し、その内容を宅建業者から売主・

買主に書面で交付

・インスペクションを知らな

かった消費者のサービス利用が

促進

・建物の質を踏まえた購入判断や
交渉が可能に

・インスペクション結果を活用した

既存住宅売買瑕疵保険の加入促進

・建物の瑕疵をめぐった物件引

渡し後のトラブルを防止

詳細は国土交通省ホームページで確認ください（http://www.mlit.go.jp/）



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

良質な住宅ストックの形成や、若者による既存住宅の取得環境の改善、子育てをしやすい
環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化、三世代同居など複数世帯の
同居の実現等に資するリフォームに対する支援を行う
【対象事業】
①若者による既存住宅取得時に行うリフォームに対する支援、インスペクションを実施し、維持保
全計画・履歴を作成するとともに、工事後に耐震性と劣化対策とが確保されるもの
（ ＝ 基本要件） ＜若者による住宅取得をしやすくするものとして、段階的な性能向上の取組を支援＞
②持ち家等で行うリフォームに対する支援（①以外）
上記①の基本要件に加え、少なくとも日常的に使用する居室等の部分が、工事後に省エネル
ギー性、バリアフリー性等のいずれかの基準を満たすもの ＜高齢化対応等として、主たる居室等
の省エネルギー化等の性能向上の取組を支援＞
【補助率】 １／３
【限度額】 １００万円／戸
○ 長期優良住宅（増改築）認定を取得する場合 ２００万円／戸
さらに省エネ性能を向上させる場合 ２５０万円／戸

○ 三世代同居改修工事を併せて行う場合は、上記の限度額のほか、５０万円／戸
を上限として補助

平成３０年度予算案：４２億円

平成30年4月中旬 ~ 5月下旬に事業に関する説明会が開催される予定です。
詳しい要件や申請方法は、説明会にあわせて公表される交付申請マニュアルをご確認ください。

通
年
申
請
タ
イ
プ

事
前
採
択
タ
イ
プ

事業者登録の期間
平成30年4月上旬 ~ 平成30年11月下旬

住宅登録･交付申請の受付期間
平成30年5月上旬 ~ 平成30年12月下旬

完了実績報告の受付期間
① 平成30年6月上旬 ~ 平成30年12月下旬

② ①の期限後 ~ 平成31年2月中旬

住宅登録･交付申請の受付期間
平成30年5月上旬 ~ 平成30年12月下旬

完了実績報告の受付期間
① 平成30年9月上旬 ~ 平成30年12月下旬

② ①の期限後 ~ 平成31年2月中旬

事業者登録の期間
平成30年4月上旬 ~ 平成30年5月下旬※

平
成
3
0
年
3
月
下
旬

募
集
要
項
公
開

採択通知 平成30年6月下旬

※ 安心R住宅については、平成30年9月下旬頃まで
提案を受け付け、採択は応募状況により随時行う。

長期優良住宅化リフォーム推進事業 予定スケジュール


